
テーマ 内　　容

①「これでばっちり !!　メタボ＆ロコモ予
防のコツ　運動編パートⅠ～効果的な運
動のコツを学ぼう！～」（講義と実技）

これからの元気生活には欠かせな
い、しっかりした足腰を目指した運
動講座です。

②「これでばっちり !!　いきいき元気にな
る食生活のコツ」

生活習慣病や老化予防のための食の
講座です。（調理実習はありません。）

③「これでばっちり !!　メタボ＆ロコモ予
防のコツ　運動編パートⅡ～今すぐ実践
したくなる！運動講座～」（運動実技中心）

１日目に引き続いて、運動実技中心
に楽しく学べる講座です。

新制度に移行する幼稚園・認定こども園の利用を希望する場合

保育所（園）・地域型保育の利用を希望する場合

新制度に移行しない幼稚園の利用を希望する場合　⇒　手続に変更ありません

行政トピックス

　　　保育を必要とする要件
◆就労　◆妊娠、出産　◆保護者の疾

し っ ぺ い

病、障がい　
◆同居または長期入院などをしている親族の介護・
看護　◆災害復旧　◆求職活動（起業準備含む）　
◆就学（職業訓練学校などにおける職業訓練を含む）　
◆虐待やＤＶの恐れがあること　◆育児休業取得中
に、すでに保育を利用している子どもがいて、継続
利用が必要であること　◆その他上記に類する状態
として町が認める場合

※ 在園中の方も、改めて認定の手続きが
　 必要となります。申込みから利用決定までの流れ

用語の説明

◆認定こども園
　幼稚園と保育園の両方
の良さを併せ持ち、その
機能が連携し、一体と
なって運営をしている施
設。保護者が働いている
か否かに関わらず利用で
きます。

◆地域型保育
　地域における多様な保
育ニーズにきめ細かく対
応するため、より少人数
の単位で、０歳から２歳
児までの子どもを預かる
事業。小規模保育、家庭
的保育、居宅訪問型保育、
事業所内保育の事業があ
ります。

　「こども 110 番の家｣ は、通学路周辺のご家庭や店舗など約 330 戸にお引き受けい
ただき、子どもたちが身に危険を感じた場合などに一時的に保護したり、緊急避難所
としての役割をお願いしています。児童・生徒が安心して登下校できるようになり、
これもひとえに皆さまのご協力のおかげと心からお礼申し上げます。
　このように、地域ぐるみで防犯意識の高揚を図り、犯罪などを未然に防止するとと
もに、子どもたちが安心して暮らせる環境を確保するため、今後も引き続き「こども
110 番の家」についてご協力くださいますようお願いします。
■問合せ：町教育委員会　生涯学習課 生涯学習担当☎ 296－1263

「こども110番の家」活動のお礼とお願い

幼稚園等
に直接利
用を申し
込む

幼稚園に直接利用を申し込む 幼稚園から入園の内定を受ける 入園先が決定

町に保育の必要性の
認定申請および各施
設の利用希望申請を
行う

町から認定証が交付
される（２号・３号
認定）

申請の希望、保育所
などの状況により、
町が利用調整する

幼稚園等
から入園
の内定を
受ける

入園先が
決定

入園先が
決定

幼稚園等を通
して、利用の
ための認定を
申請する

幼稚園等を通じて、
町から認定証が交付
される（１号・２号
認定）

　

平
成
24
年
８
月
に
成
立
し
た「
子

ど
も
・
子
育
て
支
援
法
」
に
基
づ

い
て
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新

制
度
が
４
月
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

　

新
制
度
で
は
、
幼
稚
園
（
新
制

度
に
移
行
す
る
幼
稚
園
）、
保
育
所

（
園
）、
認
定
こ
ど
も
園
な
ど
の
利

　

毎
日
を
健
康
で
〝
い
き
い
き
元

気
〟
に
過
ご
す
た
め
の
、
体
づ
く

り
や
食
生
活
の
ポ
イ
ン
ト
を
学
び

ま
せ
ん
か
。
皆
さ
ま
の
ご
参
加
を

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

■
対
象　

お
お
む
ね
60
歳
以
上

■
日
時　

①
３
月
６
日
（
金
）　

②

３
月
13
日
（
金
）　

③
３
月
20
日

（
金
）　

い
ず
れ
も
午
前
10
時
～
11

時
45
分

■
場
所　

町
保
健
セ
ン
タ
ー

■
内
容　

下
記
の
と
お
り

■
講
師　

①
③
健
康
創
研　

代
表

取
締
役　

菅か
ん
の野
隆
先
生
（
健
康
運

動
指
導
士
）　

②
小
田
島
京
子
先

生
（
管
理
栄
養
士
）

■
定
員　

30
人
（
申
込
順
）

※
原
則
３
日
間
の
参
加
を
お
願
い

し
て
い
ま
す
が
、都
合
に
よ
り
１
、

２
日
の
み
の
参
加
で
も
受
け
付
け

ま
す
。

■
費
用　

無
料

■
申
込
・
問
合
せ　

２
月
27
日

（
金
）
ま
で
に
保
健
セ
ン
タ
ー
（
☎

２
９
６

－

２
５
３
０
）
ま
で

　

一
年
に
一
度
、
心
待
ち
に
し
て

い
る
桜
の
開
花
の
季
節
。
春
を
満

喫
し
な
が
ら
桜
の
見
所
を
楽
し
く

歩
い
て
み
ま
せ
ん
か
。

■
期
日　

４
月
３
日
（
金
）
※
雨

天
中
止

■
時
間　

午
前
９
時
30
分
か
ら
正

午
ま
で
（
予
定
）
※
受
付
は
午
前

９
時
か
ら

■
集
合
場
所　

鳩
山
町
民
体
育
館　

正
面
玄
関
付
近

■
コ
ー
ス　

町
民
体
育
館
▼
石
坂

方
面
の
桜
観
賞
▼
Ｊ
Ａ
埼
玉
中
央

　

き
れ
い
で
安
全
な
水
を
供
給
す

る
た
め
、
町
で
は
配
水
場
お
よ
び

浄
水
場
の
水
槽
内
の
清
掃
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

　

今
年
は
、
次
の
日
程
に
よ
り
大

平
配
水
場
の
清
掃
を
実
施
し
ま

す
。
清
掃
作
業
は
十
分
注
意
し
て

行
い
ま
す
が
、
一
時
的
に
水
の
出

が
悪
く
な
っ
た
り
、
水
が
濁
っ

鳩
山
農
産
物
直
売
所
（
休
憩
）
▼

町
民
体
育
館
（
約
６
・
４
km
）

■
持
ち
物　

飲
み
物
、
タ
オ
ル
、

そ
の
他
各
自
必
要
な
も
の
。
動
き

や
す
い
服
装
・
靴
で
ご
参
加
く
だ

さ
い
。

■
参
加
費　

無
料

■
定
員　

50
人
（
申
込
順
。
未
就

学
児
を
除
く
）

■
申
込
・
問
合
せ　

２
月
27
日

（
金
）
ま
で
に
保
健
セ
ン
タ
ー
（
☎

２
９
６

－

２
５
３
０
）
ま
で

た
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

万
一
、
赤
水
な
ど
が
発
生
し
た
場

合
に
は
、
左
記
ま
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。
皆
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
実
施
日　

２
月
12
日
（
木
）、

２
月 

17
日
（
火
）

■
問
合
せ　

役
場
水
道
課

☎
２
９
６

－

１
２
２
８

用
を
希
望
す
る
場
合
は
、
子
ど
も

の
年
齢
や
教
育
・
保
育
の
必
要
性

に
応
じ
た
３
つ
の
区
分
で
認
定
を

受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

保
護
者
が
仕
事
や
病
気
な
ど
、

下
記
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
、

保
育
の
必
要
性
が
あ
る
と
認
定（
２

号
認
定
、
３
号
認
定
）
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
新
制
度
で
は
、
保
育
の
必

要
な
要
件
が
拡
大
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
保
育
料
は
現
在
の
負
担

水
準
・
保
護
者
の
所
得
や
保
育
利

用
時
間
に
応
じ
て
、
国
が
定
め
る

基
準
を
上
限
に
町
が
決
定
し
ま
す

（
詳
細
は
決
ま
り
次
第
、
ご
案
内
し

ま
す
）。

■
問
合
せ　

役
場
健
康
福
祉
課 

社

会
福
祉
担
当
☎
２
９
６

－１
２
４
１

幼
稚
園
・保
育
園
・認
定
こ
ど
も
園
な
ど
の

利
用
手
続
き
が
変
わ
り
ま
す

４
月
か
ら
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
」
開
始
に
伴
い

新制度の３つの認定区分

下線の要件が拡大

対象 認定 利用先
子どもが満３歳以上で教育を
希望する場合 １号 ・幼稚園（新制度）

・認定こども園
子どもが満３歳以上で保育を
希望する場合（保育を必要と
する要件に該当する場合）

２号 ・保育所（園）
・認定こども園

子どもが満３歳未満で保育を
希望する場合（保育を必要と
する要件に該当する場合）

３号
・保育所（園）
・認定こども園
・地域型保育

「
は
つ
ら
つ
教
室
」（
後
期
）

参
加
者
募
集

「
は
と
や
ま
Ｓ

サ

ク

ラ

Ａ
Ｋ
Ｕ
Ｒ
Ａ

 

ウ
ォ
ー
ク
」参
加
者
募
集

配
水
場
を
清
掃
し
ま
す

〝
い
き
い
き
元
気
〟
を
目
指
し
ま
し
ょ
う

鳩
山
町
保
健
推
進
協
力
委
員　

健
康
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

き
れ
い
で
安
全
な
水
の
た
め
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行政トピックス

　交通災害共済は、皆さんが会費を出し合い、交通事故によって死亡やケガをしたときに見舞金をお支
払いする相互扶助制度です。
■共済期間：平成 27 年４月１日～平成 28 年３月 31 日（加入者が他市町村へ転出した場合でも共済期
間内は有効です）
■共済会費：一般＝ 900 円、中学生以下＝ 500 円（中途で加入する場合も同額です）
■申込：２月２日（月）から役場生活環境課（庁舎２階）、役場東出張所、鳩山郵便局、鳩山鳩ヶ丘郵
便局で随時受け付けます。
■問合せ：役場生活環境課☎ 296－5894

数多くの症例から
認知症を学びましょう

　認知症疾患医療センター毛呂病院で
は、保健医療福祉機関などと連携を図
りながら、認知症疾患に関する識別診
断、周辺症状と身体合併症に対する急
性期治療、専門医療相談などを実施す
るとともに、地域保健医療・介護関係
者への研修などを行うことにより、地
域における認知症疾患の保健医療水準
の向上を図っています。
　講師の岡島先生は、現在、認知症疾
患医療センターで数多くの認知症の症
例を診察されており、認知症の方やそ
のご家族からの治療についての相談を
受けています。
　講義では、最新の診断や治療の講演
をしていただく予定です。質疑応答の
時間もあります。

平成27年度交通災害共済の申込受付

　

認
知
症
は
、
ど
な
た
に
で
も
起

こ
る
可
能
性
の
あ
る
病
気
で
す
。

安
心
し
て
生
活
で
き
る
地
域
づ
く

り
の
た
め
に
も
、
認
知
症
に
つ
い

て
学
び
、
理
解
を
深
め
て
い
き
ま

し
ょ
う
。

■
日
時　

３
月
10
日
（
火
） 

午
後

１
時
30
分
か
ら
３
時
30
分
ま
で

（
受
付
は
午
後
１
時
か
ら
）

■
場
所　

今
宿
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー
（
鳩
山
郵
便
局
向
か
い
） 

１
階
集
会
ホ
ー
ル

■
定
員　

１
０
０
人
（
申
込
順
）

■
講
師　

認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン

タ
ー
毛
呂
病
院　

セ
ン
タ
ー
長　

岡
島 

宏
明
先
生
、
相
談
員　

末

田 

譲
氏

※
認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー

は
、
埼
玉
県
か
ら
の
委
託
を
受
け

て
認
知
症
の
鑑
定
診
断
や
治
療
な

ど
を
行
っ
て
い
る
専
門
病
院
で
、

県
内
に
７
か
所
あ
り
ま
す
。

■
参
加
費　

無
料

■
申
込
・
問
合
せ　

３
月
９
日（
月
）

ま
で
に
、地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

（
☎
２
９
６

－

７
７
０
０
）
へ
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。
※
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
よ
り 

電
子
申
請 

も
可

【
ジ
ャ
ガ
イ
モ
栽
培
教
室
】

■
日
時　
【
畑
づ
く
り
】
３
月
９

日
（
月
）
午
前
９
時
30
分
か
ら

【
種
イ
モ
の
植
付
け
】
３
月
16
日

（
月
）
午
前
９
時
30
分
か
ら

■
場
所　

農
村
公
園
体
験
農
園

■
定
員　

30
人
（
定
員
を
超
え
た

場
合
は
抽
選
）

■
参
加
費　

１
４
０
０
円
（
当
日

集
金
）

■
申
込
期
間　

２
月
20
日
（
金
）

～
25
日
（
水
）

■
抽
選
結
果　

２
月
26
日
（
木
）

以
降
に
役
場
産
業
振
興
課
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
お
こ
わ・ぼ
た
も
ち
料
理
教
室
】

■
日
時　

３
月
11
日
（
水
） 

午
前

９
時
30
分
か
ら

■
場
所　

農
村
公
園
ま
つ
ぼ
っ
く

り■
定
員　

18
人
（
定
員
を
超
え
た

場
合
は
抽
選
）

■
参
加
費　

８
０
０
円
（
当
日
集

金
）

■
持
ち
物　

エ
プ
ロ
ン
、三
角
巾
、

タ
オ
ル
、
ふ
き
ん

■
申
込
期
間　

２
月
24
日
（
火
）

～
３
月
３
日
（
火
）

■
抽
選
結
果　

３
月
５
日
（
木
）

以
降
に
役
場
産
業
振
興
課
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
申
込
・
問
合
せ　

役
場
産
業

振
興
課 

地
域
活
性
化
担
当

☎
２
９
６

－

５
８
９
５

　近年、バイクなどの盗難が増加しています。盗難にあったときは、最寄りの警察署に届け出るとともに、下記
の車種別取扱窓口にも届け出をしてください。届け出がないと、引き続き所有しているものとして軽自動車税が
課税されます（課税基準日：４月１日）。
　また、バイクなどを他人に譲る場合には、廃車手続きを済ませ、廃車証明書と譲渡証明書を添え、引き渡し
を行ってください。
■車種別取扱窓口　【① 125cc を超える二輪車】埼玉運輸支局熊谷自動車検査登録事務所☎ 050－5540－2027 

【②軽四輪自動車】軽自動車検査協会　埼玉事務所熊谷支所☎ 050－3816－3112
【③原動機付自転車（125cc 以下）・小型特殊自動車・ミニカー】役場税務課 資産税賦課担当☎ 296－5892

　胃にとりついて炎症を起こす細菌で、50 歳以上では
70％以上の人がピロリ菌に感染しているといわれていま
す。

　現在、有効な予防方法はわかっていませんが、親か
ら子への食べ物の口移しには注意が必要です。

　呼気検査、血液検査、内視鏡検査、便検査などいろ
いろな方法がありますが、詳しくは、検査を受ける医療
機関にお問い合わせください。

　検査を行った結果、ピロリ菌に感染している場合でも、
除菌することができます（除菌については公費助成対
象外となります）。ピロリ菌の除菌や、その他胃の疾

し っ ぺ い

病
があった場合の治療などは、主治医とよく相談してくだ
さい。

感染経路ははっきりしていません。上下水道が十分
整備されていない時代に生まれ育った、50 歳以上の方
の感染率は非常に高くなっていますが、衛生状態の良
い環境で育った若い世代の感染率は低くなっています。

　しかし、免疫機能が十分に発達していない幼児期までは、家族内で経
口感染する可能性があると考えられています。子どもの頃に一度感染す
ると、多くの場合、除菌しない限り胃の中にすみつづけます。

多くの場合、ピロリ菌に感染していても日常生活に支
障はありませんが、感染すると菌が出す毒素が胃

い へ き

壁を
傷つけ、炎症を起こし急性胃炎や胃

い か い よ う

潰瘍の原因になり
ます。また、ピロリ菌が原因となる慢性胃炎の状態が長

期にわたって続いた結果、胃がんが発生することがあると考えられてい
ます。

ピロリ菌
って

どんな菌？

予防するには
どうしたら
いいの？

どのような
検査が
あるの？

感染して
いたら
どうすれば
いいの？

いつ
どうやって
感染するの？

ピロリ菌に
感染すると
どうなるの？

バイクなどが盗難にあったら届出を忘れずに

　

ピ
ロ
リ
菌
と
は
、
胃
に
と
り
つ
い

て
炎
症
を
起
こ
す
細
菌
で
す
。
感

染
す
る
と
、
急
性
胃
炎
や
胃
潰か

い
よ
う瘍

の
原
因
と
な
り
、
ま
た
、
胃
が
ん

が
発
生
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

町
で
は
、
ピ
ロ
リ
菌
の
有
無
を

調
べ
る
胃
が
ん
リ
ス
ク
検
査
費
用

の
一
部
を
公
費
助
成
し
て
い
ま
す
。

胃
が
ん
予
防
な
ど
に
、
ぜ
ひ
ご
活

用
く
だ
さ
い
。

■
対
象　

鳩
山
町
に
住
民
登
録
が

あ
る
、
30
歳
以
上
の
方
で
、
平
成

26
年
４
月
１
日
以
降
に
胃
が
ん
リ

ス
ク
検
査
を
受
け
た
方

■
助
成
金
額　

２
０
０
０
円
を
上

限
と
し
ま
す
。（
検
査
後
に
助
成
）

■
助
成
回
数　

１
人
１
回
限
り

■
助
成
方
法　

検
査
費
用
の
全
額

を
医
療
機
関
に
お
支
払
い
後
、
次

の
も
の
を
持
参
し
、
町
保
健
セ
ン

タ
ー
ま
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

①
鳩
山
町
胃
が
ん
リ
ス
ク
検
査
費

用
助
成
金
交
付
申
請
書
兼
請
求
書

（
町
保
健
セ
ン
タ
ー
に
備
え
付
け
て

あ
り
ま
す
。）

②
医
療
機
関
が
発
行
す
る
領
収
書

ま
た
は
検
査
を
証
す
る
書
類

③
本
人
の
振
込
先
の
口
座
が
確
認

で
き
る
も
の

④
印
鑑

■
問
合
せ　

町
保
健
セ
ン
タ
ー

☎
２
９
６

－

２
５
３
０

認
知
症
見
守
り
講
演
会

参
加
者
募
集

ジ
ャ
ガ
イ
モ
栽
培
教
室

お
こ
わ
・
ぼ
た
も
ち
料
理
教
室

平
成
26
年
度　

第
３
回

参
加
者
を
募
集
し
ま
す

ピ
ロ
リ
菌
検
査
費
用
を

助
成
し
ま
す

意外と知られていない !?

ピロリ菌ってどんな菌？
胃
が
ん
予
防
に 

ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
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　１月２０日現在、鳩山町にとって、うれしい

０
ぜろ

が続いています。一つ目は、振り込め詐欺

の平成２６年の被害件数、被害金額がゼロ

ということで、平成２５年に続き２年連続で

す。

　被害がゼロといっても、実際には振り込

め詐欺の電話は、町内にも頻繁にかかって

います。町民の皆さまの賢明な対応と、西

入間警察署の啓蒙活動の成果と思われます。

　金融機関の的確な対応で阻止されたケー

スもあります。平成２６年中、町内では阻止

件数３件、阻止金額は１，６００万円にも上りま

す。

★

　実は、わが家へも、昨年振り込め詐欺の

電話がかかってきました。５、６年前には、「う

ちにはオレ、オレという子はいません」と、

き然と対応した母でしたが、孫（私の子ども）

の本名を名乗っていたため、狼
ろうばい

狽してしまっ

たようです。幸い、私に相談の電話を入れ

たので、被害にはなりませんでした。

★

　最近の手口は、巧妙です。さまざまな情

報を元に電話をするケースが多く、信用して

しまう要因になっているようです。

　今回のわが家の場合は、子どもの名前以

外は、典型的な振り込め詐欺の内容でした。

話からすると、子どもは学生と想定したよう

ですが、高校生か大学生かは明確ではなかっ

たようです。

★

　もう一つのゼロは、以前にもこのコラムに

書いたことがありますが、交通事故死亡事

故ゼロの日が、平成２１年２月３日以来続いて

いることです。１月２０日現在、２,１７８日続い

ていることになります。

　これも西入間警察署

や交通安全協会鳩山支

部をはじめとした各団体

の皆さまのご協力による

ものです。心より、感謝

申し上げます。

行政トピックス
はとやま

雑　　感
町長　小峰孝雄

【今月のテーマ】二つのゼロ

　

町
で
は
、
高
齢
者
が
住
み
慣
れ

た
家
庭
や
地
域
で
暮
ら
す
た
め
、

在
宅
生
活
を
支
援
す
る
独
自
の
福

祉
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
し
て
い
ま

す
。

　

利
用
申
請
手
続
き
な
ど
に
つ
い

て
、
問
合
せ
先
が
な
い
も
の
は
役

場
高
齢
者
支
援
課
と
な
り
ま
す
。

☎
２
９
６

－

１
２
１
０

■
内
容　

緊
急
通
報
装
置
の
ボ

タ
ン
を
押
す
こ
と
に
よ
り
、ガ
ー

ド
セ
ン
タ
ー
ヘ
連
絡
さ
れ
る
装

置
を
設
置
し
ま
す
。
内
容
に
応

じ
て
、
ガ
ー
ド
マ
ン
が
駆
け
つ

■
対
象
者　

町
内
に
在
住
す
る

お
お
む
ね
65
歳
以
上
で
、
次
の

①
お
よ
び
②
に
該
当
す
る
方 

①
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る

聴
覚
障
が
い
者
に
該
当
し
な
い

方②
難
聴
に
よ
り
補
聴
器
を
必
要

と
す
る
方

　

高
齢
者
の
介
護
を
し
て
い
る

方
の
病
気
や
出
産
、
冠
婚
葬
祭

へ
の
出
席
、
介
護
疲
れ
な
ど
の

と
き
に
、
町
と
契
約
す
る
老
人

福
祉
施
設
に
短
期
宿
泊
し
て
い

た
だ
き
、
日
常
生
活
に
対
す
る

指
導
な
ど
を
行
い
ま
す
。

■
利
用
対
象
者　

介
護
保
険
要

介
護
・
要
支
援
認
定
に
お
い
て

自
立
と
判
定
さ
れ
た
方
で
、
一

時
的
に
養
護
す
る
必
要
が
あ
る

方■
利
用
期
間　

６
か
月
に
７
日

以
内
（
６
泊
７
日
）

■
利
用
料　

宿
泊
に
係
る
経
費

の
10
％
お
よ
び
飲
食
物
相
当
額

■
契
約
施
設　

鳩
山
松し

ょ
う
じ
ゅ
え
ん

寿
園（
鳩

山
町
大
字
小
用
５
５
４
番
地
）

■
補
助
額　

２
万
円　

※
購
入

金
額
が
２
万
円
未
満
の
場
合
は

購
入
金
額
と
し
ま
す
。

■
補
助
回
数　

１
人
１
回
ま
で

※
必
ず
購
入
前
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

■
対
象
者　

町
内
在
住
の
お
む
つ

を
必
要
と
す
る
在
宅
の
高
齢
者
な

ど
で
、
次
の
①
～
②
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
方

■
対
象
者

町
内
に
住
所

を
有
し
、
次

の
①
～
③
の

い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
方

①
65
歳
以
上
の
単
身
の
方

②
65
歳
以
上
の
方
の
み
で
構
成
す

る
世
帯
で
、
居
住
ま
た
は
隣
接
す

る
家
屋
に
３
親
等
以
内
の
親
族
の

方
（
65
歳
以
上
を
除
く
）
が
居
住

し
て
い
な
い
方

③
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
・
２
級
、

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級

お
よ
び
療
育
手
帳
の
交
付
を
受
け

て
い
る
方
で
、
障
が
い
の
た
め
日

常
的
に
調
理
が
困
難
に
な
っ
て
い

る
方

■
利
用
回
数　

週
４
日
以
内

※
昼
食
を
ご
自
宅
ま
で
お
届
け
し

ま
す
。

■
利
用
者
負
担　

１
食
あ
た
り

２
０
０
円

※
平
成
28
年
度
よ
り
改
定
予
定

■
問
合
せ　

町
社
会
福
祉
協
議
会

☎
２
９
６

－

５
２
９
６

■
対
象
者　

町
内
に
住
所
を
有

し
、
寝
具
の
衛
生
管
理
が
困
難
な

次
の
①
～
③
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
方

①
ひ
と
り
暮
ら
し
、
ま
た
は
高
齢

者
の
み
の
世
帯
お
よ
び
こ
れ
に
準

ず
る
世
帯
に
属
す
る
方

②
疾
病
な
ど
に
よ
り
、
常
時
ね
た

き
り
の
状
態
に
あ
る
方
、
ま
た
は

こ
れ
に
準
ず
る
方

③
重
度
の
心
身
障
が
い
者

■
利
用
回
数　

寝
具
乾
燥
消
毒
は

11
回
／
年
、
寝
具
洗
濯
は
１
回
／

年■
利
用
料　

無
料

■
対
象
者　

次
の
①
～
③
に
す
べ

て
該
当
す
る
要
介
護
高
齢
者
を
、

在
宅
で
介
護
す
る
家
族
介
護
者

①
介
護
保
険
法
に
よ
る
要
介
護
５

の
認
定
者

②
介
護
保
険
法
に
定
め
る
介
護
給

付
で
、
施
設
入
所
を
し
て
い
な
い

方③
町
に
６
か
月
以
上
継
続
し
て
居

住
し
て
い
る
方

■
手
当
支
給
額　
月
額
１
万
５
千
円

※
支
給
対
象
月
の
翌
月
に
支
給

①
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
要

介
護
認
定
３
・
４
・
５
の
方

②
尿
失
禁
お
よ
び
認
知
症
が
認
め

ら
れ
、「
認
知
症
高
齢
者
の
日
常

生
活
自
立
度
判
断
基
準
」
の
ラ
ン

ク
「
Ⅱ
ａ
」
～
「
Ｍ
」
に
該
当
す

る
方　

■
支
給
限
度
額（
月
額
）　

３
５
０

０
円
相
当
分

※
利
用
者
の
負
担
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　

緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム

　

補
聴
器
購
入
費
の
補
助

　

配
食
サ
ー
ビ
ス

　

家
族
介
護
者
支
援
手
当

　

在
宅
高
齢
者
の

　

紙
お
む
つ
の
支
給

　

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

　
（
生
活
管
理
指
導
短
期
宿
泊
）

　

寝
具
洗
濯
乾
燥

　

消
毒
サ
ー
ビ
ス

け
、
救
急
車
を
呼
び
ま
す
。

■
対
象
者　

次
の
①
～
③
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

①
65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し

の
方
や
、
世
帯
員
の
す
べ
て
が

65
歳
以
上
の
世
帯
に
あ
る
方
で
、

病
弱
な
ど
に
よ
り
日
常
生
活
を

営
む
上
で
常
時
注
意
を
要
す
る

方　②
重
度
心
身
障
が
い
者
な
ど
の

ひ
と
り
暮
ら
し
、
ま
た
は
障
が

い
者
世
帯
に
あ
る
方
で
日
常
生

活
を
営
む
上
で
常
時
注
意
を
要

す
る
方

③
世
帯
員
の
就
労
な
ど
に
よ
り
、

長
時
間
に
わ
た
り
①
、
②
と
同

様
の
状
態
と
な
る
方

■
利
用
料　

月
額
１
０
０
０
円

（
町
民
税
非
課
税
世
帯
は
５
０
０

円
）。
ま
た
、
通
話
料
は
利
用
者

の
負
担
で
す
。（
※
Ｎ
Ｔ
Ｔ
の
一

般
回
線
を
基
本
と
し
ま
す
。）

親族などの緊急連絡先へ電話、110 番・
119 番へ通報

高齢者宅
コールセンター

ガードセンター

緊急通報・センサー
による監視

出動指示

ガードマン

急行

相談

　糖尿病は、心筋梗塞や脳卒中のリスクを高め、腎症、網
膜症、神経障害などの合併症にかかると日常生活に大きな
影響を及ぼします。いくつになっても質の高い生活を送る
ためには、糖尿病の早期発見と継続的な治療、そして食事
や運動面での生活習慣の改善が重要です。
　このため、町では、国民健康保険の被保険者を対象に生
活習慣病である糖尿病の重症化予防事業を実施しています。
　特定健診データや医療機関受診状況を確認して、糖尿病
の治療が必要な方や治療を中断された方を対象に、平成
27 年１月より、委託業者の受診勧奨サポートセンターよ
り、医療機関受診についてのお知らせや電話連絡を行って
います。
　お知らせの送付や電話連絡があった場合は、速やかに医
療機関を受診してください。
　なお、事業を実施するにあたり、個人情報は町個人情報
保護条例などに基づき適正に管理されます。事業へご協力
いただきますようお願いします。
■問合せ　役場町民課 保険年金担当☎ 296－5891

　国民健康保険は、病気やけがをしたときなどに備え、加入
者がお金を出し合って、みんなで支えあう制度です。ここ数
年は医療の高度化などに伴い、医療費の支出は年々増加す
る傾向にあり、国民健康保険の財政状況は厳しい状態です。
　そこで、財政状況を踏まえ、医療費の増加を想定し、平
成 27 年度より、右表のとおり課税限度額の引き上げを行う
ことになりました。皆さまのご理解とご協力をお願いします。
■問合せ　役場税務課 賦課担当☎ 296－5892 または役場町
民課 保険年金担当☎ 296－5891

※地方税法の改正に伴い、上記のとおり課税限度額が
引き上げとなります。なお、税率および課税方式（４
方式）は変わりません。

生活習慣病重症化予防事業を実施しています

国民健康保険税の課税限度額を引き上げます 国民健康保険税課税限度額の変更内容
区　分 改正前 改正後 増額

国民健康保険分 47 万円 51 万円 4 万円
後期高齢者支援金分 12 万円 16 万円 4 万円

介護保険分 9 万円 14 万円 5 万円
合　計 68 万円 81 万円 13 万円

町
の
高
齢
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

い
つ
ま
で
も
住
み
慣
れ
た
地
域
で
暮
ら
す
た
め
に
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